
(別紙様式第4）

大阪地裁管内
集計表令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表
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．
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(注） 職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。
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(簸刑一）



(別紙様式第4）

大阪地裁菅内
大阪第一検察審張会令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判
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す
る
事
◆
件
の
併
合
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一
被
告
人
に
対

総受理人員 処 理 人 員 有 罪 人 員
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(注） 1
2
職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。 ．
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当棚に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

(最刑一）
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(別紙様式第4）

大阪地裁管内

大阪第二検察審壷会令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

未 無
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事
件
の
併
合

同
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被
告
人
に
対

総
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(注） 1
2

職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

(最刑一）



(別紙様式第4）

大阪地裁管内
大阪第三検察審査会

令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起検 察 庁
裁 判

末処理区分 受理人員 処 理 人 員 無

す
る
事
件
の
併
合

同
一
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告
人
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(注） 1職横審蚕零砕であったものについては、
2全部執行猶予の言渡しがあった場合には、
1職構審査事件であった*､のについて (）を付厄ﾏ丙薮として計上する。

有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、 【姦荊＝戸
一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。



(別紙様式第4）

大阪地裁管内
大阪第四検察審査会令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

未 無

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総
受理人員 処理 人 員 有 罪 人 員

新 合旧 公 合 刑
今
回

不起訴維持 自 由 刑 罰 金

訴
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万
円
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(注） 嚥権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。

全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当柵に、 ［］を付し、一部執行猶誘の言渡しがあった場合には、同棚に《》を付し、それぞれ内数として計上す-る。
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(最刑一）



(別紙様式第4）

大阪地裁管内
堺検察審査会令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

~

総
計

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

未 無
受理人員 処理人 員 有 罪 人．員

旧 新 合 公 合 合刑
不起訴維袴 自 由 刑 罰 金

訴
起 嫌 嫌 罪 、

Ｉ
ｊ
Ｊ
Ｐそ 六 六 五を三 、
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ｊ
Ｊ
〃 五 十

十
五
万
円
以
下

三

五
十
万
円
以
下
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済

訴

十
万
円
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下

超
え十

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 月 月 年 年 年

原不起訴処分 議不 な 円の 円 円の理由による区分、 人
提 免る

も
の

万
円

猶 な 未 以 以 以 以
十 Fつ 以 以 以

受 受 起計 計 員 決 除 等予 分 ず 計 計し 他 満 ~上 上 上 上 計 計下 下 下
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(注） 1
2

職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当棚に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

(最刑一）



(別紙様式第4）

大阪地裁管内
岸和田検察審査会

令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起検 察 庁 裁 判
一
不処理区分処理区分 受理人員 処理人 員 無

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総有罪 人 員
旧 ｜新 合 公 合

不起訴維持 刑
△
ロ自 由 刑 罰 金

訴起 嫌 嫌 罪
とＩ
そ 、

０
Ｊノ 六 六 一

一 三 小 五 十

＃

十
五
万
円
以

一
一
一

五
十
万
円
以
下

五を 、
１
Ｊノ

一■

済

脈

十
万
円
以
下

超
え十

疑 の
万 万 万

訴 疑 口

ね
ロ
河 年 年 罪年

原不起訴処分
の理由による区分
不起訴処分
理曲による区分 識不 な の

円 円 円人
提

免る
も
の

万
円

猶 な 未 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

受｜受 針 起 予 分 計ず 員し 他 計 決 満 上 上 上 上 計 下 除下 下 計 等下 計 計

起訴猶予 ■

ﾛ ロ ■

I 1 2 2 2 2
｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ l l ｜ I ｜ ’ ｜ ’ ’嫌疑不十分

． I I I I I l I I '

嫌疑なし

1 1 1

罪とならず

■ ■ ﾛ ﾛ ■ ■ ■ ■ B ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

その他

1 I 2 2 2 2 ｌｌｌｌｌｌｌｌ計

｜ ’
0 1 1 1 1 1

●

備
考

■

一

(注） 1職権審査耳癖であったものについては、
2全部執行猶予の言渡しがあった場合には、
l聡 った￥、のについて (）を付し、内数として計上する。

有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、 (最刑一）
一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。



(別紙様式第4）

京都地裁管内
集計表令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

▽

未 無 総

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

受理人員 処 理人 員 有 罪 人 員
． 、

Ⅱ ●

新旧 合 公 合 刑 合
不起訴維持 自 由 刑 罰 金

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 、

Ｉ
ｊＪ

一
ハ 六 三 小 五 十

十
五
万
円
以
下

五
十
万
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

、
Ｉ
ｊ
ノ
ワ二 三

済

訴

十
万
円
以
下

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 月 年 年月 年

鑑不 な の 円 円 円人
提 免
猶 な 未 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

受 受 計 起 計 員 決 除 等予 分 ず 計 計 計し 他 満 上 上 計上 上 計下 下 下

1 1 1 1 I

起訴猶予

＝

1 1 I

嫌疑不十分

ｌｌｌｌＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ
嫌疑なし

罪とならず

1 1 1 1 ． 1Ｉｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

1 1 1 1 1 I I l I I I I I Ⅱ I I I I I I I I I I I 1

その他
ロ ﾛ

ロ ロ ロ ﾛ U Ⅱ ロ ﾛ ロ ﾛ O B U U U ロ ﾛ ﾛ ロ ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ ロ

’
I I 2 I 1 1 1

計
■ ■ ■ 巳 口 ■ ■ P ■

●

※「不起訴維持」の「その他」の理由は、 「公訴を提起しない処分」である。

●

傭
考

今

同 ．

ク

(注） 職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

１
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(最刑一）



(別紙様式第4）

京都地裁管内
京都第一検察審査会令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

末

す
る
事
件
の
・
併
合

同
一
被
告
人
に
対

無
罪
等

総
受理人員 処理 人 員 有 罪 人 員

新旧 合 公
今
ロ 合刑

不起訴維持 自 ・由 刑 罰 金

訴
起 嫌 嫌 罪 、

●
１
Ｊ
●
ノそ 六 六 三 小 十

十
五
万
円
以
下

一
一
一

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

、
ｌ
ｊ
ｌ
″五

五
十
万
円
以
下

二

済

訴

十
万
円
以
下

の
疑 と 万 万 万

訴 疑 月 月 年 年 年

蟻不 な 円 円の 円人
提 免
猶 な 未 以以 以 以
十 ら 以 以 以

受 受 計 起 計 員 決 除 計 計予 分 ず 他 計 満 ~上し 上 上 上 計 計下 下 下

起訴猶予

■ ■ ■

嫌疑不十分

1 1 1 1

嫌疑なし ■■■■■■■■■■■■

ﾛ ロ ■ ■ ■

｜ ’ ｜ ’I D I I I I I I I U I I l ロ

罪とならず ’

その他

■

l l l l ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ；
一

計

｜ ｜ ｜ ‘ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ’
’■

』

備
考

■

争

ク蚤。

(注） 1職梅審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。 (最刑一）

2全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 口を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。



一
一(別紙様式第4）

京都地裁管内
京都第二検察審査会令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

末

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
呰
人
に
対

無 総受理人員 処 理 人 員 有 罪 人 員

旧 新 合 公 今
ロ 合刑

不起訴維持 自 由 刑 罰 金

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 、

１
Ｊ
ノ
グ 六 六 三 小 十

十
五
万
円
以
下

一

一 五 三

五
十
万
・
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

小

済

訴

十
万
円
以
下

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 月 戸
届 年

唇
十 年

議不 な の 円 円 円人
提 免
猶 な 未 以 以 以 以

十 ら 以 以 以

受 受 垂↓
画I 起 計 員 決予 分 ず 他 計 除 計 等し 満 上 計上 上 上 計 下 下 下 計

1 I 1 1 1
｜ ’ 1 1起訴猶予

■ ■ ■ ■ ﾛ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1 I 1
嫌疑不十分

｜ I ｜ ’ ’

I l I l I l I I I I

嫌疑なし
b B ■ ■ q ■ ■ ■ ■ ■ ロ ﾛ ■ ■

罪とならず

・ 0 1 Ⅱ a

Ⅱ I U

その他
b 0 1 1

1I 1 2 I 1 1 1 1 1
計 t l I l I

1
■ ■ ■

I ‐

｢不起訴維持jの「その他」の理由は、 「公訴を提起しない処分」である。

一

備
考

｡

●

一

(注） 職権審壷事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する5 ‐
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

１
２

(最刑一）



(別紙様式第4）

京都地裁管内
宮津検察審査会令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

未 無

総
計

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

受理人員 処 理 人 員 有 罪 人 員

新
△
ロ旧 公 《

ロ 刑 合 ー

不起訴維持 自 由 刑 罰 金

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 小

｛
ハ
一
ハ 三 小 五 十

十
五
万
円
以
下

三

五
十
万
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

１
１
１Ｊ二

済

訴

十
万
円
以
下

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 月 月 年
唇
手 年

議不 な 円 円の 円人
提 免
猶 な 未 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

受 受 計 起 計 員 決 除 計 等予 分 づこ 他 計し 満 上 上 上 上 計 下 計下 下

起訴猶予

鎌疑不十分 ●

嫌疑なし 一

｜ l l l l l l ｜ ｜ ｜ ｜ l l l l l罪とならず

その他

I
計

声

、

句◆

伽
考

ケ

ロ

e

｜
(注） 1 ．職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。

9

■

(最刑一）

2全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

I



(別紙様式第4）

京都地裁管内
舞鶴検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 5年第4表

起
検 察 庁 裁 判

ﾛ ■ ■

未 霊

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総
受理人員 処理人 員 有 罪 人 員

旧 新 合 公 合 刑 合
不起訴維持 自 由 刑

函
１
Ｊ

垂
割 金

翫
起 嫌 嫌 罪 そ 、

－
１
Ｊ
〃
〃 六 六 三

十
五
万
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

小、
１
Ｊ
ノ
ー 五 十 三 五

十
万
・
円
以
下

二

済

訴

十
万
円
以
下

の
疑 と 万 万 万

罪所 疑 月 年
唇
手 年月

雛不 な の 円
一
躍 円人

提 免
猶 な 未 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

受 受 計 起 計 員 決 除 等 計計予 分 ず 他 計し 満 上 上 上 上 計 計下 下 下

起訴猶予 も

嫌疑不十分

嫌疑なし

H I D ﾛ ﾛ I D ロ ﾛ ロ ロ ﾛ ロ ロ 、 ﾛ ロ ロ 、 ｡

罪とならず ■ ■ ■

I I l I I I I I l I I l l I l I I I I

その他

Ｉ
ｉ

Ｉ
Ｉ

ｌ
ｌ

ｌ
ｉ

ｌ
Ｉ

Ｉ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

ｌ
ｌ

ｌ
Ｉ

Ｉ
ｌ

’
＆

ﾛ ﾛ ロ I Ⅱ 1 ロ

計 ﾛ ﾛ ■ ■ ■ ■ ■

●

由

I

備
考

I

雪努だ、

(注） 1職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。 (最刑一）
有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、2全部執行猶予の言渡しがあった場合には、 一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。



(別紙様式第4）

神戸地裁管内
築計表令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

末 銀E
●■、､

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総受理人員 処 理人 員 有罪 人 鳳
新
今
ロ旧 公 今

回 刑 合不起訴維持 自 由 刑 罰 金

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 、

１
Ｊ
〃
″ 六 六

一
一
一 小 十二 五

十
五
万
円
以
下

一
一
一

五
十
万
円
以
下

五を 小
済

訴

十
万
円
以
下

超
え十

の疑 と 万万 万
罪訴 疑 月 月 年 年 年

原不起斫処分
の理由による区分

謎不 な の 円 円 円人
提 免る

も
の

万
円

猶 左 未 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

受 受 計 起 計 員 決予 分 含＝ 他 計し 除 等満 上 上 上 上 計 計 計下 下 下 計

起訴猶予

I 13 5 18 1 6 6 7 1 1
嫌疑不十分

■ ■

嫌疑なし

I I I l I I I I I l I ．1 I l I l l l
■ 1 ■

罪とならず

｣

その他

1 I3 5 18 1 6 6
【
“
″
■ 1 1

計

Ⅱ■■■■

〆

I ‐■

0

◆

備
考

冬

由

●

(注） 1
．2
鞭椛審査事件であったもめについては、 （）を付し、内数として計上する。 －
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に､I]を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

(最刑一）



(別紙様式第4）

、 神戸地裁管内
神戸第一桧察審査会令和 5年 一起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

ﾛ グ

末 無 同す 総処理区分 受理人員 処理人 員 有 罪 人 員

新
今
画日 公 〈

画 刑 合不起訴維持 自 由 刑 罰 金 一る
■ 守

訴
起 燦 嫌 罪 そ 小 六 六 小

一

一 三 五 十

十
五
万
円
以
下

三

五
十
万
円
以
下

五を 、
ｌ
ｊＪ

済

事
件
の
併
合

被
、
告
人
に
対

訴

十
万
円
以
下

超
え十

の疑 と 万 万 万
罪訴 疑 月 月 年 年 年

原不起脈処分
の理由による区分

雛な不 の 円 円 円人
提 免る

も
の

万
円

猶 な 未 以 以 以 以
＋ ら 以 以 以

受 受 計 起 計 員 決予 分 ず 他 計し 満 上 上 上 除 計 等上 計 計下 下 下 計

起訴猶予

l l I I I i l l I ’ 1 ’ 1 1 ｜ ’ ｜ ・I ’ 1 1 1 1 1 ．’ 1 1
1 I 2 2 2 2

嫌疑不十分

l l l i l I ’ 1
嫌疑なし

1 1 ‐ 1 1

■■ I I l1 ．1 1 1 1 1 1

｜
●

I ，

罪とならず
■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ B ■ ■ 日 且 B ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

その他
h■■■

1 1 2 2 2 2
計

む

色

備
考

｡

■ 訂

夕

H H 、
1 1

．、rG

(注） 1
2

職権審査事件であったものについて厭了~~(）を荷Cで~丙薮正して計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

(最刑一）



(別紙様式第4）

神戸地裁管内
神戸第二検察審査会令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

末 41正
jも、､

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総受理人員 処 理 人 員 有 罪 人 員
■ ■ ■ ■

新
〈
ロE 公 合 刑 合不起訴維持 自 由 刑 罰 金

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 、

ｌ
ｊＪ 六 六 小二 三 五 十

十
五
万
円
以
下

三

五
十
万
円
以
下

五を 、
Ｉ
ｊ
Ｊ
Ｐ

済

駅

十
万
円
以
下

超
え十

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 年月 月 年 年
‐ ■ ■ ■ ■ ■ ﾛ ﾛ

原不起群処分
の理由による区分

諺不 な の 円 円 円人
提 免る

も
の

万
円

猶 な 未 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

受 受 計 起 計 員 決予 分 ず 他 計 除 計 篝 計し 満 上 上 上 上 計 計下 下 下

ロ I ロ ロ

起訴猶予 ~

1 1 ‐1I 3 4 1 2 2 3 1 I
嫌疑不十分

D B ロ ロ p H ロ R ロ ロ ロ ロ

■
ａ
ｐ
ｂ嫌疑なし

D D D l l ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ ロ ｡ －ﾛ■■■I

■ ■ 匝 凸 ■ ■

罪とならず

その他 ･

I 1 11 3 4 I 2 12 3 】
詮1．
回I

B G

申

備
考

I
争

職権審査事件であったものについては、 （）を付し、丙薮として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

(注） １
２

(最刑一）



(別紙様式第4）

神戸地裁祷内
伊丹検察審査会令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

未 霊

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総
受理人員 処理 人 員 有罪 人 員

新E
今
回 公 今

回 刑 合
不起訴維持 自 由 刑 罰 金

酷

｜ ’ ｜ ， 脈
嫌 嫌起 罪 そ 、０Ｊノ

｛
ハ 六 三 、０Ｊ

ノ
ロ 五 十 十

五
万
円
以
下

三 五を 、
６
Ｊノ

一
一

五
十
万
円
以
下

済

訴 超
えｆ一

十
万
円
以
下

の
疑 ル

ー 万 万 万
罪脈 疑 月 月 年 年 年

識不 な 円 円
一
ｍ
■の

人
提 免る

も
の

万
↑
円

猶 な 未 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

、 I

p I q I

受 受 計 起 計 員 決 除 零 計予 分 ず 計 計他 満 上 上 計 計し 上 上 下 下 下

起訴猶予

■

－

I1 1 1 1

嫌疑不十分 －

、 1 0 Ⅱ

嫌疑なし
中～

Jh ■ ■ ■ 坐

罪とならず

その他 一
ロ ロ ロ ロ ロ

1 1 1 1 I

計

備
考 む

寺

(注） 1職権審査事件であったものについては、一汀を付し、内数として計上する。 (最刑一）

2全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。



(別紙様式第4）

神戸地裁管内
姫路検察審査会令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

未 4鯉
｡，､、

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総
受理人員 処理 人 員 有 罪 人 員

■

新 合旧 公 合 合刑
不起解維持 自 由 刑 罰 金

所
起 嫌 嫌 罪 、

１
Ｊノそ 六 六 三 小 五を五 十

十
五
万
円
以
下

三

五
十
万
円
以
下

、
Ｏ
ｊノ二

済

Wf 超
え十

十
万
円
以
下

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 月 月 年 年 年
●

雛な不 円 円 円の
人

提 免
る
も
の

万
円

猶 な 未 以 以 以 以
十 ら

ず

以 以 以

■ ■ ■

受 受 計 起 計 員 決 等分 除 計 計予 し 他 計 満 上上 上 上 計 計下 下 下

起訴猶予

■
1 1 1 I I

嫌疑不十分
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ’

■

■

ロ ﾛ O D U ロ ロ 0

嫌疑なし

I I l I l I I ・ I I I I I I I I I I I I I I

罪とならず

その他

.’1 1 1 1 I

計
■ ﾛ ■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■
■
■
■
■

』
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■

■

■

凸

■

■

■

・

■

巳

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■
■
■
■
■

■

■

■

■

■

■
ｌｌｌｌｌｌｌｌ

凸 ■

●

備
考

争

▲ 由

(注） 1
2

職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。

全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当柵に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。
(最刑一）

ー



(別紙様式第4）

神戸地裁管内
豊岡検察審香会令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起検 察 庁 裁 判

、
函

未受理人員 霊

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

処 理 人 員 総有罪 人 員

旧 新 合 公 合 刑 合不起瞬維持 自 由 刑

原
の

罰 金

訴起 嫌 嫌 罪 そ 、
１
Ｊ
ノ
． 六 六

一
一
一 小二 五 十

十
五
万
円
以
下

一
一
一

五
十
万
円
以
下

五を 、
Ｉ
ｊＪ

一

済

訴

十
万
円
以
下

超
え十

の疑 と 万 万 万
訴 疑 罪月 月 年 年 年

不起訴処分
理由による

議不 な の 円 円
一
ｍ
。人

提
免る

も
の

万
円

猶 な 未 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

一
一
一

■

受 受 計 起 計 員予 分 ず 決し 他 計 満 上 上 上 上 計 除下 下 下 計 等計 計

一
一
一
室
一

一
一
『
二

起解猶予 二
一
■
’
｜
■
｜
■
一

ｐ
』
画

ー

ー

■■■■■

Ⅱ■■■

■■■■■

ー

子
今
一ー

Ⅱ■■■

Ⅱ■■■

I■■■

嫌疑不十分

一

■■■■

■■■■

ー

一
■
■
一
■
一

嫌疑なし
－

三

一

一

房

唱

罪とならず

０
－

■■

その他

ｉ
〃

ザ

凸
■
■■■■■I■

計

伽
考

ﾜ

． ’ ．
●

1■

(注） 1職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。
2全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合に睦同棚に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

亨

(最刑一）



(別紙様式第4）

奈良地裁管内
集計表令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

I起
検 察 庁 裁 判

未 笠

す
る
事
件
の
併
合

同
一
彼
告
人
に
対

総受理人員処理区分 処 理 人 員 有 罪 人 員

新旧 谷
口 公 〈

ロ 刑 合不起訴維持 自 由 刑 金嗣

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 、

１
Ｊノ 六 六

一
一
一 小 十

十
五
万
円
以
下

三

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

小二 五

五
十
万
円
以
下

済

訴

十
万
円
以
下

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 月 月 年 年 年

原不起訴処分
の理由による区分

談不 な の
一
ｍ
。 円 円人

提 免
猶 な 未 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

I I I I I I I U l

受 受 計 起 計 員 決予 分 ず 他 計 除 計 等し 満 上 上 計 計上 上 計下 下 下

起訴猶予

嫌疑不十分

■
｜ ’ ｜ ｜ 〃 ｜ I I l l

印 ■ ■ ■ ﾛ ■

嫌疑なし

■｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ’
l 1 1

罪とならず ■■I■■ 一

１Ｉｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

その他

●

計

I

●

●

」

備
考

‐

一

合

(注） 1
2

職権審査事件であったものについては、 （）を付し、丙薮として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当棚に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上す~る。

(姓刑一）



（別紙様式第4）

該当なし

第4表

奈良地裁管内
奈良検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 5年

起
検 察 庁 裁 判

■■

未 総4妊

す
る
事
件
の
併
・
合

同
一
被
告
人
に
対

受理人員 処 理 人 員 有 罪 人 員

新
今
回旧 公 合 合刑不起訴維持 自 由 刑 罰 金

訴
起 厳 厳 罪 そ 小 六

｛
ハ 三 、

１
Ｊ
〃
Ｐ 十

十
五
万
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

二 五 三 五
十

小
一

済

訴

十
万
円
以
下

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 月 月 年 年 年
万

識不 な の 円 円 ■日
‘亜』人

提 免円
以
下

猶 な 末 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

受 受 三L
画0 起 計 員 決ず予 分 ・し 他 計 除 計 鐸 計満 上 上 上 上 計 下 下 下 計

｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ I ｜ ‐ ’ ｜ ’ l l ｜ ’ ｜ ’ ’
起訴猶予 I I I O l l E 竹 I l I I I I 、 U I I I I

■■■■■■■■■

嫌疑不十分 ー

嫌疑なし 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

罪とならず
ロ D B p q l ロ ロ l Ⅱ B 1 l ロ ロ ﾛ ロ ロ B ロ ロ ﾛ l ロ

｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ’その他

軸

計
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

．

･

●

備
考

1 ．

年

(注） 1
2
職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。 _ －
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し､一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同柵に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

(最刑一）



(別紙様式第4）

奈良地裁管内
葛城検察審査会起訴相当事件等・事後措置年報令和 5年第4表

起検 察 庁
裁 判

未処理区分 受理人員 処 理 人 員 煙

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総有 罪 人 員● 、 D B

旧 l新｜合 合
不起訴維持 刑 合自 由 刑 罰 金● ﾛ ロ

訴起 ｜嫌 嫌 ｜罪 ｜小そ 六
｛
ハ

一
一
一
一
一 小 五

十
五
万
円
以
下

十
万
円
以
下

’三

を
超
え
る
も

五
十
万

五
十
万
円
以
下

小
済

疑

十
万
円
以
下

と の
万 万

訴 疑 月 月 年 年 年 罪
原不起訴処分
の理由による区分 議不 な の

円 円人

免猶 な 未 以 以 以 以
十 ら

以 以

受｜受｜計 予 分 計し ず 他 員計 決 満 上 上 上 上 計 下 下 除 計 等円の 計計

起訴猶予

I I I I l l l O ロ I ． ■ ， ロ U I 1 1 1◆

嫌疑不十分
’

■ ■ ■ ■ m ■

嫌疑なし

一～

罪とならず

因U I U Ⅱ B i ﾛ ﾛ l U l ロ ロ I 』 Ⅱ 1

｜ ’ ’ ｜ ’

b

1 1 1

毎

I

■

備
考

I

①
｡

▽ 。 ｡
ー

(注） 1職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。
2全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の骸当欄に、 ［］を付し、
1 職権審査事件であった*､のについ-でば

(最刑一）
一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同柵に《》'を付し、それぞれ内数として計上する。



(別紙様式第4）

大津地裁管内
集計表令和 5年 一起訴相当事件等事後措置年報第4表

起検 察 庁
裁 判

未処理区分 受理人員 処理人 員 霊

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総有 罪 人 員
旧｜新｜合l公 今

回
不起翫維持 刑 合自 由 刑 罰 金

訴起 嫌
疑

嫌 罪 そ 小 六 六 一
一 三 小 五 ＋

十
五
万
円
以
下

三

五
十
万
円
以
下

五を 、
Ｉ
ｊＪ

済

M斥

十
万
円
以
下

超
え十

と の
万 万 万

所 疑 月 画
局 年 罪年 年

原不起訴処分
の理由による区分 議不 な り〕 ‘■■

l垂‘ 円 円人
提

免る
も
の

万
円

猫 な 未 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

受｜受｜計｜起 予 分 し ず 他 計 員計 決 満 上 上 上 上 計 下 除下 下 計 等計 計

起訴猶予

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

B I l U ロ

その他
I I I l I I I I I l I I I I I I I 1

ロ ロ ロ ロ B

| ｜ ’計
。 Ⅱ 0 1

●

備
考

■

●

で

b ﾛ

(注） 1職檸羅露事砕二壱房ぢたものについては、
2全部執行猶予の言渡しがあった場合には、

1 一局1"、

(）を付し、内数として計上する。
有罪人員の該当欄に、 口を付し、

一

『亮荊＝テ
一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

へ



(別紙様式第4）

大津地裁管内
大津検察審査会令和、 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

末 垂

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総
受理人員処理区分 処理 人 員 有罪 人 員

新
谷
口旧 公 △

ロ 合刑
不起訴維持 自 由 刑 刑 金

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 小 六 六 小 十 三

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

小三 五

十
五
万
円
以
下

五
十
万
円
以
下

二

済

訴

十
万
円
以
下

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 月 年 年月 年

原不起訴処分
の理由による区分

議不 な 円 円の |圏人
提 免
猶 な 未 以 以 以 以
十 ら 以’ 以以

ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ E ロ ロ

受 受 計 起 計 員 決 計 等 計分 ず 除予 他 計 満し 上 上 上 上 計 計下 下 下

起訴猶予
■ ■ ■ ■ ■ 互 凸 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ﾛ ロ U

。Ⅱ ロ ﾛ ロ ロ ロ ロ

嫌疑不十分
◆ロ 、

嫌疑なし
■■■■■■

I I U l I Ⅱ I l U l I I I p I I I O I I

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■一■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

I H I n I I I l I I I I I H 1 ■■■■I I I I I l U l R l l I 1 1 1

罪とならず

■

l l I U I ロ 』 l ロ I D ロ ・ ﾛ ロ 』 ■ Ⅱ■ ■

その他
＊ ■ ■ ■ ､ ■ ﾛ ﾛ ■ ､ ■ ﾛ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

計

竜

I
〃

備
考

■

p ｰ 凸
●

(注） 1職権審査事件であったものについては、 （）を付心、内数と~じそ計上ずる丙 (最刑一）

2全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ．[］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。



(別紙様式第4）

大津地裁管内
彦根検察審査会

令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

ざ△一F＆ ．

尋
些検 察 庁

裁 判

未処理区分処理区分 受理人員 処理人 員 霊

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総有 罪 人 員
旧I新 合｜公 合

不起訴維持 刑 合自 由 刑 罰 金
訴起 嫌 嫌 罪 そ 、１Ｊノ 六 六 二 三 、

１
Ｊ
ノ
． 五 十

十
五
万
円
以
下

三

五
十
万
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

、
１
Ｊ
〃
▽

済

辨

十
万
円
以
下

疑 と の
万 万 万

訴 疑 月 ロ
局 年 年 罪年

原不起訴処分
の理由による区分
不起訴処分
理由による区分 識不 な の

円 円 円人
提

免猶 な 一
木 以 以 以 以

十 ら
以 以 以

受｜受 計｜起 予 分 計し 寸冨 他 員計 決 満 上 上 上 L－L 計 下 下 除下 計 篝計 計

起訴猶予
■n 口 ■ 『 ■ ﾛ ﾛ

ロ･ ■ ■ ■ ■ 且 p H ■ ■ ■

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

I l I l I l

その他
I■■ロ ﾛ ロ ﾛ ロ ロ ﾛ ロ ロ 0

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

計 L

｜ ’ ｜ ’
三三－三壱

一

備
考

今

①

(注） 1職樋審査事{zFであったものについては、 ()を付し、内数として計上する。
2全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し‘
1 アヘ1,,〒

(最刑一）
一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。



(別紙様式第4）

大津地裁管内
長浜検察審査会令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

未 無

総
計

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

受理人員処理区分 処 理 人 員 有 罪 人 員

新旧 合 公 合 △
ロ刑不起訴維持 自 由 刑 罰 金

所
起 嫌 嫌 罪 そ 小 六 六 三 小

十
五
万
円
以
下

二 五 十
一
一
一

五
十
万
円
以
下

五を 小
一 一

済

訴

十
万
円
以
下

超
え十

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 月 月 年 年 年

原不起訴処分
の理由による区分

雛不 な び〕 円円 ■■
l豆：人

提 免る
も
の

万
円

猶 な 未 以 以 以 以

十
分

ら
ず

以 以 以

受 受 計 起 計 員予 決他 計 除 等し 満 上 計上 上 上 計 下 下 計下

｜ ｜ I起訴猶予
』 ロ ロ ロ ロ 、 ロ ﾛ ロ ロ ロ ロ B ロ ロ ロ ロ ロ ロ ﾛ ロ ロ

嫌疑不十分

嫌疑なし

■■

一

罪とならず

その他

F弓
Ｉ。

■
Ⅱ
Ⅱ
■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ｕ

Ｂ

■

■

■

■

■

■
■
■
■

｜ ｜ ’
I I I I I l ！

計

｜ I I l l ｌｌｌｌｌｌ

･

Ⅱ

備
考

0

(注） 1
2
臓樋審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。 _
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 口を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同棚に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

(最刑一）



(別紙様式第4）

和歌山地裁管内
築計表令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

雲
廷

検 察 庁 裁 判
南 一屋一一－ ＝－壬一 要雰竺睾

末 霊I

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総受理人員処理区分 処理 人 員 有 罪 人 員

新旧 合 公 合 合刑不起訴維持 自 由 刑 削 金

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 小 六 六 三 小 十二 五

十
五
万
円
以
下

一
一
一

五
十
万
円
以
下

五を 小
済

ＩＩｌｌｌ

訴

十
万
円
以
下

超
え十

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 月 月 年
倖
〒 年

原不起斫処分
の理由による区分

議
ー

な不 の 円 ■■垂」 円人
提 免る

も
の

万
円

猶 な 末 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

、 1 1 1 1

受 受 計 起 計 員 決予 分 ず 他 計し 満 除 等上 上 上 上 計 計計 下 下 下 計

起訴猶予

1 1 I
嫌疑不十分

嫌疑なし

■■

ﾛ罪とならず

その他

|
1 1 】

計 ロ

l Ⅱ Ⅱ U ロ ﾛ 9 『 Ⅱ W 、 ﾛ ﾛ 1 『

－ ロ ロ B ロ ロ ロ ロ O B 【 ロ ロ ﾛ

1 ー二 －
｡

備
考

｡

(注） 職権審査事件であったものについては、 0を付し、内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同柵に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

１
２

(最刑一）



(別紙様式第4）
～

和歌山地裁管内
和歌山検察審在会令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起検 察 庁 裁 判

区分
未 総虹圧

｡,、､

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

受理人員処理 処 理 人 員 有 罪 人 員

新 合19 公 合 刑 合不起訴維持 自 由 刑 罰 金

訴起 嫌 嫌 罪 そ 小 六 六
一

一 三 小 玉 十

十
五
万
円
以
下

三 五を

五
十
万
円
以
下

小
済

訴

十
万
円
以
下

超
え十

の疑 と 万 万 万L

罪訴 疑 月 月 年 年 年

誰不 な の 円円 円人
提 免る

も
の

万
円

猶 な 未 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

受 受 計 起 計 員 決予 分 ず 他し 計 満 上 上 除 等上 上 計 計 計下 下 下 計

U B U ロ ロ

起訴猶予

11 I
嫌疑不十分

■
■
■
■
■
日
日
■

■
Ⅱ
日
日
Ⅱ
１
日
Ⅱ

■
日
■
日
日
■
Ｉ
Ⅱ

■
■
日
日
■
日
日
Ⅱ

Ⅱ
日
日
■
日
日
８

口
Ⅱ
日
日
１
０
０
０

０
■
０
８
８
■
■
■
Ⅱ

■
日
日
■
Ｕ
Ｈ
Ｂ
日

日
■
■
日
日
■
■
■

■
■
日
日
■
Ⅱ
日
日

か

U I U I U I I I I I U I I I O 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1ー 1 1

嫌疑なし

ﾛ■
一 I I I l l I l I I l I I I I l I l I l I I l l I l l ﾛ ﾛ I D

罪とならず
’

I
ロ ロ ロ ﾛ ロ ■ ロ ロ D B ロ ロ ロ む

｜ ’ l l l l I l l l l l l l l l l l
その他

1 1 ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

I
I

計
、 Ⅱ 1 ロ I Ⅱ ロ

1 1 1

の 句

備
考

◆ も

、

(注） 職桶審査事件であったものについては、 （〉を付し、内数として計上する｡．
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当棚に､ ． ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数どして計上する。

１
２

(最刑一）
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和歌山地裁管内

田辺検察審査会令和 5年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

未 鉦

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総受理人員 処 理・人 員 有 罪 人 員

新 合旧 公 〈
ロ 合刑不起訴維持 自 由 刑 罰 金

■

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 、

１
Ｊノ 六 六 三 小 十二 五

十
五
万
円
以
下

三

五
十
万
円
以
下

五を 、１Ｊ
ノ
．

済

訴

十
万
円
以
下

琴
迄
』
え
十

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 年月 月 年 年

鑛不 な の 円 円 円人
提 免る

も
の

万
円

猶 な 未 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

n ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

l l l l I I I I I I I I I I I I I l I I

受 受 計 起 計 員 決予 分 ず 他 計し 満 上 除 計 等 計上 上 上 計 下 下 計下
I l l I I I I I 1 1 I U l I l I I I I l l I I I l I I

I I I I I I l I I l H 1

起訴猶予 ●

嫌疑不十分 ． ’
ＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ、

ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

嫌疑なし

罪とならず

その他

計．

｜ l l l l l l I l ‐ ’
ロ

1． I

‐ ’ ．
虹

備
考

I

o

●

(注） 職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、－部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

１
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(最刑一）
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第5表 審査事件罪名別新受 ・ 既済年報 大阪地裁帯内

典計表
令和 5 年

刑 法 犯 特 別 法 犯

人員 人員 人員

i寺･号
■■■■■■■■

1

罪躬 条項 新受 既済 畦
21

罪名 条項 新受 既渋 罪名 条項 新受 既済

公務執行妨害、職務強要 業務上過失致死傷 公職選挙法95塁 211釜1項前段 1 】 I

封印等破蕊 道路交通法重過失致死傷96条 22 211条1項後段 ワ ？
q

1

強制軌行妨呑竪鐘兜淳妨害 地方 自 治法逮捕及び監禁、同致死傷３
’
４
－
５
’
６
－
７
ｌ
８
－
９
ｌ
ｍ
－
ｎ
－
哩
一
掴
一
Ｍ
一
脂
一
応
一
面
一
岨
一
泊
一
釦

96桑の2－ ｺ 闇
一
理
一
溺
一
顕
一
一
”
｜
湧
一
溺
一
調
．
一
魂
一
浬
一
調
一
鋼
一
詔
一
妬
一
説
一
詑
一
調

220も221条

103， 104条

105条の2証拠隠滅等 脅迫 、 強要 地方公務員法222，Z23条 3

放 火 労働基準法名番翌損、 侮辱108～】14条 5 【1］230．231桑 3 ワ 2

失 火 信用殿損及び業務妨害 労働安全衛生法116， 117条の2 233～234曇の2
【

‐

Ｉ

卜

往来妨害及び同致死侮韓 窃 盗 暴力行為等処罰に関する法律1241～129曇 235‘ 243会 3 5 ２

自動車の運転により人を死傷させ
る行為等の処刑に閤十ろ法捻

235粂の2
2句3義

住居侵入等 不動産侵奪13U、 13Z桑 1 16m17

2条、3条、
6条1項、2項

236～241条

243条
文 書 偽 造 強盗、同致死鰯等 うち、危険運転致死傷等1548～Ⅱ61桑の2 11 8 】 1

うち、過失運転致死傷アノし
コール等影蓉発覚免腿等

24$6，246余の2
Z‘88－忽50条

有価証券偽造 詐 欺162～】63象の5 12囮］ 4桑－6条3項４

偽 証 背 任 うち、過失運転致死侮辱169～X71条 5条、6条4項 15 〔1］１ 247， 250条 3
句
】 16

虚偽告脈等 恐172灸 喝1 I 249．250条

不同重わいせつ、不同章性萎
等、問致死吟 条

７
１
７
８

１
１
℃

一

６
９

－
０
《
ｆ

ｌ
ｌ 横領、遺失物等横領ワI 252，254桑

193， 194条
196条職椛濫用、同致死傷等 業務上横領 特別法犯計 40 ［3］１ 253条 】 】 39

不 明盗品譲受け等特別全跡目恐行陵虐、餌致死電 195． 136桑 256条

197～197桑の．I
198桑

258～261条
26Z象の2， 263桑

贈 収 賄 合 計穀棄、 隠匿等7 1

120［7］128
平庫25年法律第86サ

による改正前の208象
の愛

備 その他の罪名は別紙のとおり
検察審査会申立書罪名→検察審査会露定罪名
未成年者略取誘拐 未成年者誘拐
傷害 蕊行
傷害、強要 強要
亜過失傷害 過失傷害
窃盗 横領

危険運転致死懐殺人、臼蛾閤与及び同亜綾ﾉ、 199～203条 15

数
件
件
件
件
件

件
１
１
１
１
１

曉一検審）
(第二検審）
(第二検審）
(第四検審）
(堺検群）

平庫25隼按律第86芳

による改正前の211条
勿巧

傷害、 同致．死 自動巾運転過失致死傷204～Z06条 18 16

暴 行 そ の 他208桑 8 9 2

過失致死傷 刑 法犯 計209，Z10条
ユ

80週］開
考

１

注
１
２
３
４

Ｉ (最刑一）

「既済」に記職した数のうち起訴相当及び不起訴不当の鍍決のあったものの数（合計数）は、 ［］を付し、内数として計上する。

特別法犯の罪名は、違反に係る法令の名称による。

職権審査事件については、 0を付し、内数として計上する。

符号13「不同意わいせつ、不同意性交等、同致死傷等」には、平成29年法律第72号による改正前の『強かん、強かん等致死傷］ （177条～179条、 181条）

及び令和5年法律第66号による改正前の「強制わいせつ、強制性交等、同致死傷等」 （176条～181条）を含む。


